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 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当

予想の修正（増配）について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．株式分割について 

（１）株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡

大および当社株式の流動性向上を図ることを目的としております。 

 

（２）株式分割の概要 

① 分割の方法 

2026 年６月 30 日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社

普通株式１株につき３株の割合をもって分割いたします。 

 

② 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数 7,630,075株 

今回の分割により増加する株式数 15,260,150株 

株式分割後の発行済株式総数 22,890,225株 

株式分割後の発行可能株式総数 51,000,000株 

   （注）上記の発行済株式総数および増加する株式数は 2026年４月 30日現在の発行済株式総数に基づき記

載しているものであり、株式分割の基準日までの間に譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行お

よび新株予約権の行使により増加する可能性があります。 

 

③ 分割の日程 

基準日公告日（予定） 2026年６月12日（金） 

基準日 2026年６月30日（火） 

効力発生日 2026年７月 １日（水） 

 

会 社 名    株式会社ＬＡホールディングス     

代 表 者    代表取締役社長  脇田  栄一 

東証グロース・名証プレミア・福証本則・札証本則       

コ ー ド ：  2 9 8 6        

問 合 せ 先   取 締 役  栗原  一成               

電 話 番 号  （03）5405-7350（代表） 
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２．株式分割に伴う定款の一部変更について 

（１）定款変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年７月１日を効力発生日として、当

社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更いたします。 

 

（２）定款変更の内容 

変更の内容は、以下のとおりです。               （下線は変更部分を示しています。） 

現行定款 変更後定款 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は1700万株とす

る。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は5100万株とす

る。 

 

（３）定款変更の日程 

効力発生日 2026年７月１日（水） 

 

 

３．配当予想の修正について 

（１）修正の理由 

  当社は、株主様への利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、企業体質の強化と将来の事業展開、業

績見通し等を総合的に勘案し、親会社株主に帰属する当期純利益をベースとした配当性向「40％」を目標とす

る利益還元を目指すことを基本方針としております。 

今回の株式分割に伴い、2026年２月13日付で開示いたしました2025年12月期決算短信に記載の2026年12

月期の１株当たりの年間配当金に係る予想額を以下のとおり修正いたします。なお、今回の配当予想の修正に

つきましては、上記の株式分割に伴う修正のほかに、業績予想に対する進捗も順調であることから中間配当を

上方修正しております。 

 

（２）修正の内容 

 年間配当金 

 第２四半期末 期末 合計 

前回予想 

（2026年２月13日公表） 
175円00銭 345円00銭 520円00銭 

今回修正予想 

（括弧内は株式分割前換算） 
177円00銭 

115円00銭 

（345円00銭） 

― 

（522円00銭） 

前期実績 

（2025年12月期） 
165円00銭 173円00銭 338円00銭 

（注）期末配当および年間配当の括弧内は、株式分割前換算の１株当たり配当金です。 

 

４．その他 

 （１）資本金の額の変更 

   今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。 
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 （２）新株予約権１個当たりの目的である株式の数の調整 

当社は、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を複数発行しておりますが、行使金額の調整は行わ

ず１株につき１円とし、2026年７月１日をもって調整後の付与株式数については、調整前付与株式数に３を乗

じた株数とします。 

 

（３）譲渡制限付株式報酬制度に関する調整 

2024年３月 28日開催の第４回定時株主総会で決議された当社取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締

役」といいます。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度について、各事業年度において当社の対象取締役に

対して割り当てる譲渡制限付株式の総数上限を、2026 年７月１日付で、以下のとおり調整いたします。 

 

調整前の総数の上限 調整後の総数の上限 

100,000株 300,000株 

 

（ご参考）詳細は 2024年２月 14日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

以 上 

 

 


